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No.２０

自
宅
療
養
者
急
増

オ
ミ
ク
ロ
ン
株
急
拡
大

｜

｜

庄
原
で
も
子
ど
も
達
の
感
染
が

報
告
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。オ

ミ
ク
ロ
ン
株
は
感
染
し
て
も

軽
症
で
済
む
傾
向
が
指
摘
さ
れ
、

自
宅
療
養
者
が
今
後
も
増
え
る
見

通
し
で
す
。
た
だ
、
感
染
者
か
ら

別
の
人
に
移
る
ま
で
の
期
間
＝
世

代
時
間
＝
は
２
日
前
後
と
短
く
、

家
庭
内
感
染
の
急
増
が
懸
念
さ
れ

ま
す
。

テ
レ
ビ
で
外
国
で

は
マ
ス
ク
着
用
し
な

く
て
よ
い
と
か
、
規
制
緩

和
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ

は
ワ
ク
チ
ン
の
３
回
目
接
種
が
す

す
み
、
検
査
体
制
が
十
分
余
力
が

あ
る
と
い
っ
た
状
況
で
す
。
日
本

は
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
す
。

我
が
家
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
３

月
予
定
な
の
で
気
を
付
け
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。

自
宅
療
養
者
や
同
居
者
の

主
な
注
意
点

・
部
屋
を
分
け
別
々
に
食
事
す
る

・
ド
ア
ノ
ブ
や
洗
面
台
な
ど
の
共

有
部
分
の
消
毒
を
徹
底
す
る

・
看
病
す
る
人
は
一
人
に
限
定
す

る
・
全
員
が
不
織
布
マ
ス
ク
を
正
し

く
装
着
す
る

・
換
気
や
手
洗
い
を
ま
め
に
行
う

・
使
用
済
み
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
は

袋
に
密
閉
し
て
棄
て
る

各
種
給
付
制
度
の
紹
介
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Ṁ
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
し

一
世
帯

万
円
の
現
金
給
付
。

１０

対
象
者

①
基
準
日
（

年

月

日
）
に

２１

１２

１０

世
帯
全
員
の

年
度
分
の
住
民

２１

税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る
世

帯
②
家
計
が
急
変
し
①
の
世
帯
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
世
帯

ዬ
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ཎ
̊

˄

Ἰ
社
会
福
祉
協
議
会
が
窓
口)

☆
緊
急
か
つ
一
時
的
に
生
計
の
維

持
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
少

額
の
費
用
（
上
限

万
円
）
を

２０

一
年
据
え
置
き
、
無
利
子
・
無

保
証
人
で
貸
し
付
け
る

他
に
も
住
居
確
保
給
付
金
、
学

生
支
援
緊
急
給
付
金
な
ど
あ
り
ま

す
が
対
象
限
定
が
あ
り
ま
す
。
庄

原
市
や
藤
木
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

就
学
援
助
の
活
用
を

入
学
・
進
学
の
季
節

｜

｜

入
学
や
進

学
な
ど
、
子

ど
も
た
ち
が

新
し
い
一
歩

を
踏
み
出
す

季
節
が
や
っ
て
き
ま
す
。

３
年
目
を
迎
え
た
コ
ロ
ナ
の
影

響
で
、
教
育
費
の
負
担
に
悩
む
家

庭
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
就
学
援
助
制
度
は
、
小
学
生

や
中
学
生
が
い
る
家
庭
に
、
市
町

村
が
学
用
品
費
や
入
学
準
備
金
、

学
校
給
食
費
な
ど
補
助
す
る
制
度

で
す
。

学
校
教
育
法
で
「
経
済
的
理
由

に
よ
っ
て
、
就
学
困
難
と
認
め
ら

れ
る
学
齢
児
童
生
徒
の
保
護
者
に

対
し
て
は
、
市
町
村
は
、
必
要
な

援
助
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
明
記
さ
れ
国
が
２
分
の
１

を
補
助
し
て
い
ま
す
。
憲
法

条
26

で
も｢

義
務
教
育
は
無
償
と
す
る｣

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
就
学
援
助

は
権
利
で
す
。

対
象
は
生
活
保
護
世
帯
、
住
民

税
非
課
税
世
帯
、
児
童
扶
養
手
当

受
給
者
な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
が

ご
相
談
く
だ
さ
い
。す

ご
い
！
「
和

歌
山
県
紀
の
川

市
議
会
は
市
内

小
中
学
校
の
学

校
給
食
無
償
化

条
例
案
を
可
決

し
た
」
と
新
聞

に
出
て
い
ま
し
た
。

わ
か
り
や
す
く
、
読
ん
で
楽
し
い
、

「
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
」
を
、
こ
の
機
会

に
、ぜ
ひ
、お
読
み
く
だ
さ
い
。

どんなことでも
お気軽に相談ください

ふじき百合子
０８０－１９０６－４６７３



Ｑ＆Ａ あなたの疑問にお答えします

Ｑ 共産党は 天皇の制度をまもらないの？

Ａ1 日本共産党は、天皇の制度をふくめ｢日本国憲法の全条項をまもる｣と綱領で決

めています。

それは、天皇の制度が、戦前と戦後では、根本的に変わっているからです。

Ａ2 戦前は、天皇が絶対的権力をもち、国民には現在のような権利は何ひとつ認め

られていませんでした。

そこで、日本共産党は、国民が主権者の国にしようとねばりづよくたたかいま

した。

Ａ3 戦後、現在の日本国憲法がつくられ、国民が主権者の国になり、生存の自由、

幸福になる権利、思想信条の自由などが保障されました。

同時に、天皇は「 国政に関する権能を有さず、内閣の承認のもと、憲法が定め

る国事行為のみをおこなう」ことになりました。

Ａ4 したがって、日本共産党は、天皇の制度をふくむ全条項をまもり、憲法をくら

しのなかに実現するため全力でとりくんでいます。

みなさんは どう思われますか。

ご意見をぜひお聞かせください。

日本共産党の綱領をご紹介します。

● 現行憲法の前文をふくむ全条項をまもり、とくに平和的民主的諸条項の完全実施をめざす。

● 天皇条項については、「国政に関する権能を有しない」などの制限規定の厳格な実施を重視

し、天皇の政治利用をはじめ、憲法の条項と精神からの逸脱を是正する。

なお、日本共産党は、将来について、以下のような考え方をもっていますが、それを党の運

動としてとりくむことは 一切せず、

日本国憲法第 1条にあるとおり、将来にわたり「主権の存する日本国民の総意にゆだねる」

という方針です。

● 日本共産党としては、一人の個人が世襲で「国民統合」の象徴となるという現制度は、民主

主義および人間の平等の原則と両立するものではなく、国民主権の原則の首尾一貫した展開の

ためには、民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだとの立場に立つ。

しかし、

● 天皇の制度は憲法上の制度であり、その存廃は、将来、情勢が熟したときに、国民の総意

によって解決されるべきものである。


